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前回のおさらい・補足説明

・現行使用料では、経費回収率は100％を下回る状況が継続し、令和16年度までに73.43％まで低下。
・5年単位で不足額を整理すると、令和7年度～令和11年度は15.1％の収入増が必要であり、
令和12年度～令和16年度は30.2％の収入増が必要となる。
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※汚水ポンプ場の投資額を平準化しました。
その結果、汚水処理費（資本費）が減少しました。

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 備考

管渠費 a 84,645 86,262 87,912 89,615 91,359 93,154 94,990 96,867 98,800 100,776

ポンプ場費 b 97,786 99,642 101,543 103,431 105,385 107,419 109,517 111,495 113,610 115,673

処理場費 c

その他 d 744,262 758,450 773,950 786,907 801,844 817,616 835,299 848,471 864,322 878,055

計 e 926,693 944,354 963,405 979,953 998,588 1,018,189 1,039,806 1,056,833 1,076,732 1,094,504 e=a+b+c+d

企業債等利息 f 36,079 39,304 43,186 50,115 56,678 62,143 68,420 75,459 80,450 85,250

減価償却費 g 250,754 255,847 262,576 275,707 288,622 298,066 308,236 317,309 325,348 332,064 長期前受金戻入を差し引く

企業債取扱諸費等 h 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 資産減耗費を計上

計 i 296,893 305,211 315,822 335,882 355,360 370,269 386,716 402,828 415,858 427,374 i=f+g+h

合計 j 1,223,586 1,249,565 1,279,227 1,315,835 1,353,948 1,388,458 1,426,522 1,459,661 1,492,590 1,521,878 j=e+i

下水道使用料 k 1,113,601 1,114,707 1,118,096 1,115,812 1,116,984 1,118,424 1,122,932 1,120,031 1,120,433 1,117,553

経費回収率（％） l 91.01% 89.21% 87.40% 84.80% 82.50% 80.55% 78.72% 76.73% 75.07% 73.43% l=k÷j×100

回収率100％不足額 m 109,985 134,858 161,131 200,023 236,964 270,034 303,590 339,630 372,157 404,325 m=j-k

回収率100％への改定率（％） n 10% 12% 14% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% n=m÷k×100

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

7,289,109

5,599,373

1,689,736

30.2%

6,422,161

5,579,200

842,961

15.1%

汚水処理費－下水道使用料

不足額/下水道使用料

５年単位での不足額
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持
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理
費
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本
費

汚水処理費

下水道使用料



前回のおさらい・補足説明

・R7～R11不足15.1％のうち約5.8％が物価上昇分
・R12～R16不足30.2％のうち約14.0％が物価上昇分
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・汚水処理原価と使用料収入の推移（R7～R16）のうち、
物価上昇分の影響を抜き出した



前回のおさらい・補足説明

・R7～R11不足15.1％のうち約9.3％が物価上昇分を除いた分
・R12～R16不足30.2％のうち約16.2％が物価上昇分を除いた分
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・汚水処理原価と使用料収入の推移（R7～R16）のうち、
「物価上昇分を除いた分」を抜き出した

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 備考

管渠費 a 84,645 86,262 87,912 89,615 91,359 93,154 94,990 96,867 98,800 100,776

ポンプ場費 b 97,786 99,642 101,543 103,431 105,385 107,419 109,517 111,495 113,610 115,673

処理場費 c

その他 d 744,262 758,450 773,950 786,907 801,844 817,616 835,299 848,471 864,322 878,055

計 e 926,693 944,354 963,405 979,953 998,588 1,018,189 1,039,806 1,056,833 1,076,732 1,094,504 e=a+b+c+d

企業債等利息 f 36,079 39,304 43,186 50,115 56,678 62,143 68,420 75,459 80,450 85,250

減価償却費 g 250,754 255,847 262,576 275,707 288,622 298,066 308,236 317,309 325,348 332,064 長期前受金戻入を差し引く

企業債取扱諸費等 h 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 資産減耗費を計上

計 i 296,893 305,211 315,822 335,882 355,360 370,269 386,716 402,828 415,858 427,374 i=f+g+h

合計 j 1,223,586 1,249,565 1,279,227 1,315,835 1,353,948 1,388,458 1,426,522 1,459,661 1,492,590 1,521,878 j=e+i

うち物価上昇分 29,724 46,793 64,024 81,799 99,803 118,632 137,830 156,414 176,096 195,415 汚水処理分

汚水処理原価 1,193,862 1,202,772 1,215,203 1,234,036 1,254,145 1,269,826 1,288,692 1,303,247 1,316,494 1,326,463 物価上昇分を除く

下水道使用料 k 1,113,601 1,114,707 1,118,096 1,115,812 1,116,984 1,118,424 1,122,932 1,120,031 1,120,433 1,117,553

経費回収率（％） l 91.01% 89.21% 87.40% 84.80% 82.50% 80.55% 78.72% 76.73% 75.07% 73.43% l=k÷j×100

経費回数率（％） 93.28% 92.68% 92.01% 90.42% 89.06% 88.08% 87.14% 85.94% 85.11% 84.25% 物価上昇分を除く

回収率100％不足額 m 109,985 134,858 161,131 200,023 236,964 270,034 303,590 339,630 372,157 404,325 m=j-k

回収率100％への改定率（％） n 9.9% 12.1% 14.4% 17.9% 21.2% 24.1% 27.0% 30.3% 33.2% 36.2% n=m÷k×100

回収率100％不足額 80,261 88,065 97,107 118,224 137,161 151,402 165,760 183,216 196,061 208,910 物価上昇分を除く

回収率100％への改定率（％） 7.2% 7.9% 8.7% 10.6% 12.3% 13.5% 14.8% 16.4% 17.5% 18.7% 物価上昇分を除く

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 備考

物価上昇分を除く

物価上昇分を除く

物価上昇分を除く

汚水処理費（単位：千円）

維
持
管
理
費

資
本
費

５年単位での不足額

汚水処理費－下水道使用料 520,818 905,349

不足額/下水道使用料 9.3% 16.2%

物価上昇分を除く汚水処理費 6,100,018 6,504,722

下水道使用料 5,579,200 5,599,373



＜広域化・共同化への取り組み＞
・人材育成（職員研修、技術者派遣）の共同実施
・広報活動（イベント開催、メディア活用）の共同実施
・災害時対応の広域化
・維持管理（管路）の共同化

＜官民連携（民間活用）の導入検討＞
・包括的民間委託、ウォーターPPPなどの導入の可能性を検討していく

＜ポンプ場改築時のポンプ能力適正化、耐水化・耐震化の工事時期調整＞
・計画水量、実績水量、将来予測水量等を考慮し、ポンプ能力の適正化を図る
・耐水化・耐震化の工事時期を調整し、同時に施工するほうが効率的

＜ストックマネジメント計画＞
・点検・調査を実施し、緊急度及び健全度を改築の判断基準とする。
・目標耐用年数は、標準耐用年数の1.0倍～2.0倍程度と設定。
・100年間のコスト縮減額は、ポンプ場約108億円/100年、管路施設約0.28億円/100年。

収支ギャップ解消に向けた取組
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※汚水ポンプ場の投資額を
平準化しました。
その結果、汚水処理費の
資本費が減少しました。



収支ギャップ解消に向けた取組
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※汚水ポンプ場の投資額を平準化しました。
その結果、汚水処理費の資本費が減少しました。

具体的には、
令和7年度に修繕工事を前倒しで行う。
令和9年度から令和13年度にかけて
行う改築工事の投資額を平準化する。

ストックマネジメント計画よりも、
さらに投資額を平準化させた。



＜料金改定の目標＞
・基準外繰入を見込まない。
・他会計借入金を新たに見込まない。
・資本的収支の不足額を内部留保で賄えるよう運転資金を確保する。
・経常利益（黒字）を目指す。
・経費回収率の向上（100％以上）を目指す。
・使用料1年分の運転資金の確保を目指す。

下水道使用料の改定ケース

・令和7年度～令和11年度と
令和12年度～令和16年度の
5年間を一つの区切りとして設定。

・直近の改定後の令和5年度の下水道
使用料単価91.75円/㎥をベースに、
何％改定とするか設定。
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下水道使用料の改定ケースA 改定2回16％、31％
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・経費回収率は、R10、R11、R15、R16で100％を下回る。
・経常収支は、 R10、R11、R15、R16で赤字となる。



下水道使用料の改定ケースA 改定2回16％、31％
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・資金残高（未処分利益剰余金）は、
枯渇しない。
最終102,858千円

・改定2回（令和7年度16％改定、
令和12年度31％改定）



下水道使用料の改定ケースB 改定2回22％、37％
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・経費回収率は、すべて100％を上回る。
・経常収支は、 すべて黒字となる。



下水道使用料の改定ケースB 改定2回22％、37％
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・資金残高（未処分利益剰余金）は、
枯渇しない。
最終774,179千円

・改定2回（令和7年度22％改定、
令和12年度37％改定）



下水道使用料の改定ケースC 改定2回20％、35％
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・経費回収率は、R11、R16で100％を下回る。
・経常収支は、 常に黒字となる。



下水道使用料の改定ケースC 改定2回20％、35％
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・資金残高（未処分利益剰余金）は、
枯渇しない。
最終550,001千円

・改定2回（令和7年度20％改定、
令和12年度35％改定）



下水道使用料の改定ケースD 改定1回23％
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・経費回収率は、R12～R16で100％を下回る。
・経常収支は、 R13～R16で赤字となる。



下水道使用料の改定ケースD 改定1回23％
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・資金残高（未処分利益剰余金）は、
枯渇しない。
最終45,300千円

・改定1回（令和7年度23％改定）



下水道使用料の改定ケースE 改定1回37％
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・経費回収率は、すべて100％を上回る。
・経常収支は、 すべて黒字となる。



下水道使用料の改定ケースE 改定1回37％
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・資金残高（未処分利益剰余金）は、
枯渇しない。
最終1,610,906千円

・改定1回（令和7年度37％改定）



下水道使用料の改定ケースF 改定2回13％、28％
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・経費回収率は、R9～R11,R14～R16で100％を下回る。
・経常収支は、 R10、R11、R14～R16で赤字となる。



下水道使用料の改定ケースF 改定2回13％、28％
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・資金残高（未処分利益剰余金）は、
R11以降、枯渇する。
最終-232,197千円（不足）

・改定2回（令和7年度13％改定、
令和12年度28％改定）



下水道使用料の改定ケースG 改定2回10％、17％
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・経費回収率は、R8以降,100％を下回る。
・経常収支は、 R8以降、赤字となる。



下水道使用料の改定ケースG 改定2回10％、17％
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・資金残高（未処分利益剰余金）は、
R9以降、枯渇する。
最終-1,015,199千円（不足）

・改定2回（令和7年度10％改定、
令和12年度17％改定）



下水道使用料の改定ケース まとめ
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・資金残高（未処分利益剰余金）の枯渇は不可。
・経費回収率100％を達成したい。
・経常収支は黒字が望ましい。

・改定ケースEは、改定率が最も大きい。
・改定ケースBは、改定ケースEの次に望ましい。

使用量
単価1

使用量
単価2

①経費回収率 ②経常収支
③資金残高

（内部留保資金）
④現金預金 ⑤市民への負担等 説明 備考

91.75 × × × × △

①…常に100％を下回る。
②…常に赤字。
③…常に不足。中間-820,670千円。最終-2,525,469千円。
④…R10以降、不足。中間-337,135千円。最終-1,850,582千円。

現行の料金体系のままの場合、下水道事業の経営上、
望ましくない状況となる。

A 改定２回　16％、31％ 106.43 120.19 ○ ○ ○ ○ ○

①…R10、R11、R15、R16で100％を下回る。
②…R10、R11、R15,R16で赤字。
③…常に黒字。中間72,003千円。最終102,858千円。
④…枯渇しない。中間555,538千円。最終777,745千円。

５年平均では経費回収率100％となる。
内部留保資金10億円の達成が困難。
前回の審議会の残りの改定率に物価上昇率を加味した
改定となる。

B 改定２回　22％、37％ 111.94 125.70 ◎ ◎ ◎ ◎ △

①…常に100％を上回る。
②…常に黒字。
③…常に確保。中間407,057千円。最終774,179千円。
④…枯渇しない。中間890,582千円。最終1,449,066千円。

直近５年分の黒字経営は可能。
内部留保資金も早期に確保できる。
次回の料金改定も見据えており、理想的である。

C 改定２回　20％、35％ 110.10 123.86 ○ ○ ◎ ◎ △

①…R11、R16で100％を下回る。
②…常に黒字。
③…常に確保。中間295,171千円。最終550,001千円
④…枯渇しない。中間778,706千円。最終1,224,888千円。

ケースAと比べ、内部留保資金、現金預金が貯まる。

D 改定１回　23％ 112.85 ○ ○ ○ ◎ △

①…R12以降、100％を下回る。
②…R13以降、赤字。
③…常に確保。中間462,394千円。最終45,300千円。
④…枯渇しない。中間945,929千円。最終720,187千円。

直近５年の黒字経営が可能。
10年の平均で改定率を算出しているため、6～10年目
では赤字となる見込み。

E 改定１回　37％ 125.70 ◎ ◎ ◎ ◎ ×

①…常に100％を上回る。
②…常に黒字。
③…常に確保。中間1,243,784千円。最終1,610,906千円。
④…枯渇しない。中間1,727,319千円。最終2,285,793千円。

10年分の黒字経営が可能。
ただし、過大な料金設定となっている可能性がある。

F 改定２回　13％、28％ 103.68 117.44 × △ △ × △

①…R9、R10、R11、R14、R15、R16で100％を下回る。
②…R10、R11、R14、R15、R16で赤字。
③…R11以降、不足。中間-95,222千円。最終-232,197千円。
④…枯渇しない。中間388,313千円。最終442,691千円。

前回の料金改定と同じ改定率で２回改定する設定。
更なる改善を要する状況となる。

G 改定２回　10％、17％ 100.93 107.35 × × × × ×

①…R8以降、100％を下回る。
②…R8以降、赤字。
③…R9以降、不足。中間-262,446千円。最終-1,015,199千円。
④…R14以降、不足。中間221,089千円。最終-340,312千円。

現行の料金体系で発生する不足額から、物価上昇分を
除いた分を料金改定で賄う改定率を設定。
望ましくない状況となる。

　中間…R11の評価、最終…R16の評価 評価　　◎…大変望ましい　　○…望ましい　　△…改善を要する　　×…望ましくない

改定ケース

現行のまま



経営戦略のフォローアップ
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・物価上昇や将来人口予測、将来汚水量予測は、現時点で入手できる
最新のデータをもとに設定しております。

・下水道事業の持続可能な経営基盤の強化のため、独立採算の原則
を考慮すると、下水道使用料の改定は避けられないものと考えます。

・下水道使用料の改定により「収支ギャップ」を解消し、経営戦略を改定
しておりますが、設定した将来環境に変化がないか、実績値との乖離
がないか、経費回収率などの経営指標をもとに、確認して参ります。

・今後、3～5年に1度の頻度で、経営戦略の見直しを進めて参ります。



その他 沖縄県内の下水道使用料について

・浦添市よりも古く下水道事業に供用開始したのは沖縄市、那覇市、
北谷町、嘉手納町。少し遅れて宜野湾市、うるま市。
・各団体の例規集より下水道使用料を整理したところ、うるま市、宜
野湾市、那覇市の下水道使用料は、浦添市の下水道使用料よりも
大きい。
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一般家庭
20（㎥/月）
下水道使用料

（円）

現行料金体系
施行年月日

前回改定年月日
建設開始
年月日

供用開始
年月日

法適用
年月日

北谷町 1,045 令和1年7月1日 平成26年10月1日 昭和46年5月6日 昭和46年8月24日 平成29年4月1日

嘉手納町 1,100 令和6年4月1日 平成14年4月1日 昭和46年3月29日 昭和47年3月21日 法非適用

北中城村 1,155 平成9年4月1日 平成4年11月2日 平成9年4月1日 令和2年4月1日

与那原町 1,326 平成14年2月1日 平成8年4月1日 平成14年6月17日 令和3年4月1日

南風原町 1,405 令和5年6月1日 平成21年7月1日 昭和54年3月6日 昭和60年10月1日 令和2年4月1日

石垣市 1,430 平成28年1月1日 平成5年6月17日 平成元年2月9日 平成6年4月1日 平成31年4月1日

糸満市 1,446 平成19年4月1日 平成17年4月1日 昭和55年6月17日 昭和58年3月31日 平成31年4月1日

南城市 1,453 令和3年4月1日 平成20年4月1日 平成8年11月25日 平成16年4月27日 平成31年4月1日

読谷村 1,463 令和4年6月1日 平成8年10月1日 平成3年3月1日 平成8年10月1日 令和2年4月1日

宮古島市 1,463 平成9年3月31日 平成3年3月20日 平成9年11月7日 令和2年4月1日

西原町 1,549 令和5年5月1日 令和1年10月1日 平成9年11月7日 平成14年4月10日 令和2年4月1日

沖縄市 1,584 令和2年4月1日 平成12年4月1日 昭和39年6月22日 昭和45年7月1日 令和2年4月1日

浦添市 1,632 令和5年4月1日 平成20年12月1日 昭和46年3月26日 昭和47年10月10日 令和2年4月1日

那覇市 1,641 令和5年6月1日 平成16年4月1日 昭和41年1月18日 昭和44年7月30日 平成17年4月1日

豊見城市 1,650 令和6年4月1日 平成17年4月1日 昭和57年3月18日 昭和60年10月1日 平成31年4月1日

宜野湾市 1,670 令和2年4月1日 平成21年4月1日 昭和45年4月9日 昭和48年6月1日 平成30年4月1日

名護市 1,705 令和6年4月1日 平成18年8月1日 昭和49年8月26日 昭和54年4月28日 令和2年4月1日

うるま市 1,760 令和4年4月1日 平成20年10月1日 昭和44年7月1日 昭和49年5月10日 令和2年4月1日


